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町議会議員選挙
　選挙管理員会は５月31日に任期満了となる、
町議会議員選挙の日程を次のとおり決定し準
備を進めています。

　 告示日 　　５月１６日（火）

　 投票日 　　５月２１日（日）

■立候補予定者説明会
　町議会議員選挙への立候補を予定されている方を
対象とした、立候補の手続などに関する説明会につい
て、次のとおり開催しますので、町議会議員選挙への
立候補予定者又は関係者はご出席ください。

○日時　３月２９日（水）１０時～
○場所　すこやかセンター伊野　１階大会議室
　　　　（いの町１４００番地）

■問い合わせ　
　選挙管理委員会　☎８９３－１１１３

みんなで防ごう、高齢者虐待
　近年高齢者が家族など身近な介護者から虐待を受ける高齢者虐待が社会問題となっています。いの町でも
平成26年度に70件（のべ件数）、平成27年度に31件（のべ件数）の相談・通報がありました。

高齢者虐待ってなに？

高齢者虐待を防ぐためにはどうしたらいいの？

もしかしたら高齢者虐待と思えばどうしたらいいの？

高齢者虐待には５つの種類があります

　高齢者虐待の背景には、認知症などの疾患、家族の介護負担、経済困窮、地域との関わりの希薄
さなどの問題が重複している場合が多くあります。
　高齢者とその家族が地域で孤立せず、誰もが安心して暮らせるために、地域の皆さんの気づき・
見守り・声かけが大きな力となります。

　地域包括支援センターへ相談してください。通報者の匿名性は守られ
ます。虐待の事実がないと分かっても、責任を問われることはありませ
ん。連絡・通報によって、高齢者本人だけでなく、養護者に対しても必
要な支援を図ることができ、虐待の未然防止・早期支援につながります。
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身体的虐待 たたく、つねる、殴る、蹴る　など

心理的虐待 子供扱いする、怒鳴る、悪口をいう、意図的に無視する　など

性的虐待 懲罰的に下半身を裸にして放置する、わいせつな行為をする　など

経済的虐待
必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の自宅などを無断で売却する、
年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する　など

介護・世話の放棄放任
入浴や排泄などの世話をしない、食事・水分を十分に与えない、必要な医
療・福祉サービスを利用させない、劣悪な住環境で生活させる　など

高齢者虐待についてのご相談・通報はこちらへ！
ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）地域包括支援センター
☎ ８９３－０２３１


